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審 議 案 件

議第１号 岳南広域都市計画区域、富士川都市計画区域及び芝川都市計画区域

の変更（静岡県指定）

議第２号 岳南広域都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

（静岡県決定）

議第３号 岳南広域都市計画区域区分の決定（静岡県決定）

議第４号 岳南広域都市計画緑地等の変更（静岡県決定）

報 告 事 項

富士宮市景観計画の変更について

１ 審議に出席した委員（１６人）

水 口 俊 典 委員 菅 原 由美子 委員

竹 内 文 則 委員 寺 田 尚 稔 委員

河原崎 信幸 委員 斉 藤 秀 実 委員

望 月 芳 将 委員 稲 葉 晃 司 委員

山 口 源 蔵 委員 諸 星 孝 子 委員

望 月 光 雄 委員
平 口 智 通 委員

【代理】渡 邉 義 正

西 川 泰 正 委員 野 澤 和 俊 委員

清 功 委員 佐 野 みどり 委員

２ 審議に欠席した委員（１人）

渡 邉 文 雄 委員
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３ 説明のための出席者

【議第１号から４号】

都市整備部長

[都市計画課] 課 長 主 幹 計画係長 計画係主査

[道 路 課] 課 長 参 事

[河 川 課] 課 長

[都市整備課] 課 長

[土地対策課] 課 長 開発指導係主事

[下 水 道 課] 課 長 参 事

【報告事項】

都市整備部長

[都市計画課] 課 長 主 幹 計画係長 計画係主査
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【司 会】計画係長

定刻となりましたので、ただいまから平成２２年度第２回富士宮市都市計画審議会を

開会させていただきます。

皆様には、御多忙の中御出席いただきましてありがとうございます。

会議に先立ちまして市長から皆様にご挨拶をさせていただきます。

市 長

皆さんこんにちは。

本日は、公私ともにお忙しいところ平成２２年度第２回富士宮市都市計画審議会に御

出席いただきまして誠にありがとうございます。

また、新年明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

昨年もいろいろありましたが、本年もいろいろあることと思いますが、想像力と頭脳

力を働かせて取り組んで参りたいと考えておりますが、これから、富士宮市もまた日本

の社会もさまざまなことがありますが、一番の原理原則は説明能力を高めることである

と考えております。

その点では、本日の議題であります芝川町との合併を経て線引きの問題について、都

市計画審議会という場を通じて、旧芝川町の皆様に御理解していただくための私ども行

政の責任能力が重要になったと感じております。

おかげさまで、昨年３月２３日、芝川町と合併いたしまして９ヶ月余が経とうとして

おります。

融和、融合をテーマに旧町民、旧富士宮市民、職員を含めて、融和、融合の中に新し

いものが生まれてくるとの思いで、1 年間は旧芝川地域にいろいろなものを傾注してい

く、市長としての私も成人式にしても芝川地域へ行く、学校回りにしても芝川地域へ行

くということで１年間を傾注して参りました。

そのような中で、いよいよこの都市計画審議会におきまして、いわゆる線引きについ

てご審議いただくわけですが、旧町の皆様にもお解かりいただけるようにすることが本

日の大きな課題であると考えております。

本日は、この線引きだけでなく、都市計画区域の再編、区域マスタープランの決定な

ど４つの案件がございますが、委員の皆様におかれましては、これらのことを踏まえま

してご審議いただきますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが私からのご

挨拶とさせていただきます。

【司 会】計画係長

ありがとうございました。

ここで市長は他の公務のため退席いたします。

それでは、会議に入ります前に、お手元に配布させていただきました資料の確認をお

願いいたします。

配布資料は、１２月２４日付けで送付させていただきました資料といたしまして、本
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日ご審議いただきます「提出議案書」「議案説明資料」、また報告事項の資料として「新

富士宮市景観計画（原案）」「芝川地域景観調査報告書」「新富士宮市景観計画の策定経

緯及びスケジュール」、また、本日配布させていただきました資料として、「本日の次第」

「富士宮市都市計画審議会委員名簿」「席次表」、本日、水口会長からご提供いただきま

した「都市計画審議会活性化の提言」の以上９点となっております。

不足しているもの、不備があるものがございましたらお知らせください。

・・・・・資 料 確 認・・・・・

よろしいでしょうか。

次に本日欠席の委員、代理出席の委員についてご報告させていただきます。

「渡邉委員」につきましては、本日所用のため欠席のご連絡をいただいております。

次に出席の委員についてご報告いたします。

「平口委員」の代理といたしまして、富士宮警察署の渡邉義正様にご出席いただいて

おります。

よろしくお願いいたします。

それでは、お手元の次第によりただいまから審議をお願いいたします。

以降の議事進行を、富士宮市都市計画審議会運営要領第５条の規定によりまして、水

口会長にお願いいたします。

水口会長よろしくお願いいたします。

水口会長

みなさんこんにちは。

今年度２回目の審議会となりますが、前回の審議会で予告されておりましたが、本日

の議題は、旧芝川町との合併で都市計画の基本的なものが変わります。

ある意味最もクラシックなテーマの一つであります。

また、報告事項といたしまして、今後の審議会でも議論の場があるかと思いますが、

これも合併に伴う景観計画の変更について中間報告をいただきます。

こちらは、まちづくりの中では比較的新しいテーマでありますので、本日は基本的な

クラシックなテーマと新しいテーマがセットとなっておりますので、本日の内容はかな

り重厚なものとなっております。

議案といたしましては４つありますので、円滑な議事進行に皆様御協力をお願いいた

します。

合わせて新しい市域の中で、地区毎の、たとえば旧芝川町の住人の立場といったもの

を皆様で慮りながら、より広い創造をめぐらせていただきご発言をお願いしたいと思い

ます。

それでは審議に入ります前に、本日の出席委員は１６人でありますので、過半数に達

していることから本日の会議は成立いたします。
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次に本日の会議の公開についてですが、特段の事情が無い限り原則公開することとし

ておりますので、本日の会議を公開としたいと思いますがご異議ございますか。

・・・・・「なし」の声・・・・・

それでは傍聴人は入場ください。

・・・・・傍聴人入場・・・・・

次に、富士宮市都市計画審議会運営要領第８条第１項により、会議録の署名人を指

名したいと思います。

本日の署名人を佐野みどり委員にお願いいたします。

それでは審議に入ります。

本日の議題は４つございます。

これは、富士宮市と芝川町の合併に伴う都市計画の基本的な部分の変更でありお互い

に関連があります。議第１号は都市計画区域の変更、議第２号はいわゆる都市計画区域

マスタープランの決定、議第３号はマスタープランに記載された区域区分制度、いわゆ

る線引きの実施について、議第４号はやや形式的ですが、都市計画区域の変更に伴って

さまざまな都市施設の名称が変更となる、ということで、それぞれが密接に関連があり

ますので、一括して説明していただき、その後審議を行いたいと思います。

それでは事務局より説明をお願いします。

都市計画課長

本日の議案の議第１号から４号については、いずれも市町合併及び都市計画の定期見

直しに伴うもので静岡県が決定する事項でございます。

まず、議第１号は、平成２２年３月２３日の富士宮市と芝川町、また、平成２０年１

１月１日の富士市と富士川町の合併を受けて、現行別々となっている都市計画区域を１

つに変更するものです。

議第２号は、新たに岳南広域として１つとなった都市計画区域においての整備、開発

及び保全の方針を定めるものです。

議第３号は、議第２号の整備、開発及び保全の方針の中で区域区分、いわゆる線引き

を定めるとした方針を受けて、その区域などを決定するものです。

議第４号は、議第１号の都市計画区域の変更を受けて、富士川緑地と第二東名自動車

道の名称を変更するもので、当市に関係するのは第二東名のみとなります。

以上、議第１号から第４号については、全て関連がありますので、一括して説明させ

ていただき、ご審議をお願いしたいと思います。

説明は、お手元の資料をパワーポイントにまとめておりますので、基本的にスクリー

ンで説明させていただきますが、およそ４５分ほどかかる予定です。
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長時間となりたいへん恐縮ですがよろしくお願いいたします。

私からは、各議案に共通する内容として、都市計画の定期見直しに関する手続きの概

要と芝川町との合併における都市計画の取扱いについて説明させていただきます。

各議案の詳細内容については、途中、担当職員より説明いたします。

初めに県が定める都市計画における市町都市計画審議会の役割について説明します。

県が定める都市計画については、都市計画法第１８条第１項において、県は関係市町

の意見を聴くことと規定されており、平成２２年１２月９日付けで県から市に対して意

見照会が来ており、これを受け、本日ご審議をお願いするものです。

次に都市計画の定期見直しについて説明します。

まず、都市計画法第６条第１項におきまして、都市計画に関する基礎調査として、お

おむね５年ごとに人口や産業の規模、土地利用や交通量等の現況及び将来の見通しにつ

いて調査を行うことと規定されています。

また、法第２１条第１項では、都市計画の変更として、基礎調査の結果、変更する必

要が明らかとなったときは、遅滞なく当該都市計画を変更しなければならないと規定さ

れています。

これらにより、定期的、おおむね５年ごとになりますが、社会情勢の変化や法律の改

正などに対応するため、基礎調査さらに国勢調査の結果などを踏まえて、必要となる都

市計画の変更を行うことから、これを「定期見直し」と称しています。

この定期見直しは、当該岳南広域都市計画区域を含め、静岡県下に２０ある全ての都

市計画区域において行われ、今年度末までに都市計画決定の告示がなされる予定となっ

ています。

次に芝川町との合併の経過と都市計画の取扱いについて説明します。

富士宮市と芝川町は、ご覧のとおり行政区域が隣接しておりました。

また、芝川町の人口は約９,７００人、面積は７４平方キロメートルで、人口は富士

宮市の約１２分の１、面積は約４分の１でした。

合併の方式は、「富士郡芝川町を廃し、その区域を富士宮市に編入する」と定められ、

いわゆる編入合併が行われました。

平成２１年４月から８月にかけて計５回にわたり開催された合併協議会の中で、新市

としてどのようなまちづくりを目指すのかといったことや、福祉や教育、都市計画の制

度の違いなど、重要な３３の協定項目の取扱いについての協議が行われました。

都市計画に関しては、「芝川都市計画区域については、合併後、速やかに岳南広域都

市計画区域に編入し、区域区分（線引き）の設定を行う」と決定されました。

その中で、都市計画を変更する時期についてですが、

合併合意事項においては、合併後、早期に一体のまちづくり進めるためにも、今回の

都市計画の変更を「すみやか」に行うこととしています。

一方、都市計画法においては、さきほどご説明したとおり、おおむね５年ごとに都市

計画の見直し、いわゆる定期見直しが行われています。

合併協議会で定められた「速やかに」都市計画の変更を行い、早期に一体となったま

ちづくりを進めるとする合併合意事項を履行する上からも、岳南広域都市計画区域及び
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芝川都市計画区域においては、合併後の直近の定期見直しが平成２３年３月に実施され

ることから、今回の定期見直しの中で都市計画の変更が行われることになります。

それでは、次に担当職員より各議案の詳細な内容について説明いたします。

都市計画課 計画係主査

議第１号から４号の詳細について説明いたします。

初めに議第１号岳南広域都市計画区域、富士川都市計画区域及び芝川都市計画区域の

変更についてです。

最初に都市計画区域について説明いたします。

都市計画区域とは、人や物の動き、土地利用、交通量、都市の発展などを見通し、一

体の都市として捉える必要がある区域を指定するものであり、まちづくりを展開する最

も基本的な範囲を示したものであります。

今回は、岳南広域、富士川及び芝川都市計画区域を１つの岳南広域都市計画区域とし

て変更するものです。

変更前の都市計画区域図を示します。

富士宮市は、富士市とともに緑色で示す岳南広域都市計画区域を形成しており、昭和

４７年より、区域区分、いわゆる線引きを行っています。

旧芝川町は、単独での青色で示す芝川都市計画区域を形成してきています。

岳南広域都市計画区域と同様に、人々の社会経済活動や土地利用が行われない箇所、

白鳥山などの一部地域を除き、旧芝川町の行政区域大半が都市計画区域として指定され

ています。

両都市計画区域は、互いに隣接し、地理的にも寸断するものはなく、また、都市計画

基礎調査などの結果から、通勤・通学・買い物などの住民生活、さらに各種行政サービ

スなども一体の生活圏が形成されています。

したがって、合併後の一体的なまちづくりの推進、都市計画区域や制度の統一を行う

ことが、妥当と考えられます。

なお、旧富士川町も単独で富士川都市計画区域を形成しています。

変更後の都市計画区域図を示します。

岳南広域、芝川、富士川の都市計画区域を再編し、１つの岳南広域都市計画区域とな

ります。

既に都市計画区域として指定されている区域同士の統合ですので、新たに都市計画区

域を拡大及び縮小する区域はありません。

都市計画区域の指定または変更する場合は、都市計画法第５条第５項及び第６項の規

定に基づき、都市計画区域の名称及び都市計画区域に含まれる土地の区域について公告

することとなっています。

軽易な変更等の規定がございませんので、本案件の様に区域の拡大や縮小がない場合

においても、国土交通省令第３条第１項の規定に基づき、議案書の２ページから７ペー

ジに示すとおり、都市計画区域の名称及び都市計画区域に含まれるすべての土地の区域

について記載する必要があります。



- 8 -

スクリーンまたは説明資料１ページをご覧ください。

具体の変更箇所ですが、都市計画区域の名称を、芝川都市計画区域を岳南広域都市計

画区域に改めます。

また、都市計画区域に含まれる土地の区域については、議案書６ページの大字羽鮒か

ら議案書７ページの大字内房字轆轤沢（ろくろさわ）までの土地の区域を、従前、富士

郡芝川町の土地として表記されていたものを字名は変えずに、そのまま富士宮市の表記

に変更するものです。

次に議第２号岳南広域都市計画都市計画区域の整備・開発及び保全の方針についてで

す。

初めに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更の考え方について説明します。

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、都市計画法第６条の２第１項の規定に

基づき、すべての都市計画区域について策定することが義務づけられている方針書です。

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針という名称は長い上に、通称、都市計画区

域マスタープランと言われていることから、これから先は区域マスタープランという略

称で説明させていただきます。

区域マスタープランは、都道府県が策定するものであり、その目的は、都市計画の実

現には相当の期間を要することを踏まえ、長期的視点に立った都市の将来像を明確にし、

その実現に向けての大きな道筋を明らかにすることです。

都市計画道路や公園等の都市施設、また、用途地域等の個別具体の都市計画の決定に

際しては、法第６条の２第３項に規定されているとおり、この区域マスタープランに則

して定める必要があります。

次に区域マスタープランに記載する項目と考え方です。

定める事項は、法第６条の２第２項において第１号から第３号に規定されており、ま

ず、１として都市づくりの基本理念などの都市計画の目標、２として、市街化区域と市

街化調整区域に分ける区域区分、いわゆる線引きの決定の有無及び区域区分を定めると

きはその方針、さらに３として、主要な都市計画の決定の方針、この３については、土

地利用、都市施設、市街地開発事業、自然的環境の整備または保全の４項目について総

合的に定めることとなっています。

前回の策定は、岳南広域が平成１６年４月、芝川が平成１６年３月、富士川が平成１

８年２月となっており、この３つの方針書を今回、新たに岳南広域都市計画の１つの方

針書として策定するものです。

続きまして、見直しのポイントについて説明します。

ポイントの１点目は、目標年次の見直し及び都市計画に関する基礎調査結果の反映で

す。

現行の区域マスタープランは、平成１５年から１６年にかけて策定されていますので、

その直近に実施された国勢調査の年である平成１２年を基準年としています。

都市づくりの理念、将来都市像については、おおむね２０年後の都市の姿を見据え目

標年次を平成３２年、市街化区域の規模や道路等の都市施設については１０年後の平成
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２２年を目標年次として定められています。

今回の区域マスタープランの変更については、直近の国勢調査が行われた平成１７年

を基準年として、都市づくりの理念、将来都市像については平成３７年、市街化区域の

規模や都市施設、市街地開発事業等については平成２７年を目標年次として見直しをし

ています。

ポイントの②として、この目標年次の見直しに伴い、都市計画基礎調査の結果も踏ま

えた上で、区域区分の方針の中に記載されている市街化区域人口や工業出荷額などの具

体数値、また、主要な都市計画の決定の方針における整備水準の目標として、都市計画

道路整備密度や下水道整備率、さらに基準年次から１０年間の整備箇所として、都市計

画道路等の整備箇所についても、整備が完了したものや整備手法の変更に伴う記述の削

除などの見直しをしています。

また、基礎調査の結果、明らかになった課題への対応方針などについても記載するこ

ととしています。

それから、社会情勢の変化、法改正、市町合併等への対応です。

近年の人口減少や高齢化社会といった都市をめぐる社会情勢の変化に対応するため、

都市づくりの方向として集約型都市構造、いわゆるコンパクトシティへの転換が求めら

れているため、都市計画の目標にその必要性を明記するとともに、これに対応する都市

づくりの基本理念等を設定しています。

このほかにも、地球温暖化対策や平成１８年５月の都市計画法改正、市町合併後の一

体的な都市づくりへの対応を勘案し、記載を見直しています。

それでは、ここから具体の記述内容について説明します。

議案書の１２ページから３８ページが、本日ご審議いただく区域マスタープランとな

りますが、新旧対照表としてまとめたものを説明資料３ページから２３ページにご用意

していますのでご覧ください。

旧計画書を右側に、今回変更します計画書を左側に並べた形式としています。

なお、変更策定にあたっては岳南広域の計画書がベースとなるため、変更対照表には

岳南の新旧に変更箇所を記載しています。

スクリーンには説明資料２ページの新旧対照表の見方を写しています。

対照表左側の「新」において二重アンダーラインが引いてある箇所は、新たに記載を

追加、対照表右側の「旧」において二重取り消し線が引いてある箇所は、記載の削除、

また、対照表の左右ともに一本アンダーラインが引いてある箇所は、記載内容を変更す

る箇所となります。

それでは、スクリーンをご覧ください。

説明資料の方は５ページからとなります。

スクリーン右上には、説明資料の該当ページを示していますので、お手元の資料を併

せてご覧になる際にご確認ください。

内容については、前回から変更となった主要な箇所を中心に説明させていただきます。

初めに都市計画の目標における(1)都市づくりの基本理念です。

都市の将来像を平成３７年、区域区分、都市施設の整備等を平成２７年とそれぞれの
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目標年次としています。

当岳南地域は、世界の秀峰富士山の西南麓に位置し、温暖な気候と豊かな自然に恵ま

れるとともに、東名高速道路などの東西交通や山梨方面への南北交通の利便性にも優れ、

豊かな地下水などを基盤に県下有数の工業地帯として発展してまいりました。

今後も自然環境と都市的環境の調和を基調に、想定される人口減少や地球温暖化対策

等に対応すべく、市街地の無秩序な拡大の抑制など、コンパクトな都市づくりを図ると

ともに、本区域の都市づくりの基本理念として富士山の恵みを大切にしたまとまりのあ

る都市づくりや環境との共生、産業の活力の持続的創造などを進めることとしています。

次に(2)地域ごとの市街地像についてです。

中心市街地及び交通結節点周辺については、商業・業務・交流、交通等各種機能の集

約を図る都市拠点として位置付け、拠点相互が交通軸により有機的に連携した集約型都

市構造を目指すものとし、さきほど見直しのポイントで説明した集約型都市構造への転

換に対応した記載とします。

また、住宅地域として、中心商業・業務地の住宅地は、都心居住を促進するため、多

種多様な生活様式に対応した都市型住宅地の形成を図ります。

商業・業務地域として、ＪＲ富士宮駅周辺は、岳南都市圏内外から広く人々が集まる

都市拠点として、引き続き位置付け、商業・業務機能に加え、交通、交流観光等、多様

な都市機能の強化を図るとともに、回遊性の向上により、にぎわいと活力に満ちた都市

空間の形成を図ります。

集落地域として、市街化調整区域に点在する既存の農村集落は、集落内の環境整備な

どにより、周辺の農業環境や自然環境との調和に配慮した良好な集落地の形成を図りま

す。

将来市街地像として、区域を住宅地域など６つの地域に大別して図示しています。

議案書の方は４０ページの附図となります。

現行方針書のそれぞれの将来市街地像図を元に、新たな岳南の将来市街地像図を作成

しています。

住宅地域は、図の濃い緑色の地域に配置し、都市基盤や生活環境の整備を進め、安全

性、快適性及び利便性に優れた居住環境の質的向上を図ることとしています。

商業・業務地域は、図のピンクの地域に配置し、ＪＲ富士宮駅周辺やＪＲ富士駅周辺

などは都市拠点として位置づけ、区域の核として魅力向上を図ることとしています。

工業地域は、図の青色の地域に配置し、富士市を中心に今後とも工業機能の強化を図

ることとしています。

以上、住宅、商業・業務、工業として示している３地域が市街化区域となる区域です。

このほか、黄緑色の農業地域では、農業生産基盤となる優良農地の農業環境を今後と

も保全し、茶色の集落地域では、集落内の環境整備等により、良好な居住環境の実現を

目指します。

また、オレンジ色の自然保全地域では、現在の良好な自然環境を維持・保全しつつ、

有効な活用を図ることとしています。

次に線引きするかしないかを判断いたします。
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２の区域区分の決定の有無及び区域を定める方針です。

(1)区域区分の決定の有無、つまり、区域区分を定める根拠としては、本区域は、県

東部地域の中核として、人口や商工業及び観光の集積性が高く、都市拠点を中心とした

集約型都市構造を目指していること。

さらに、市街化区域内の都市基盤整備が十分ではないため、今後も継続的かつ効率的

に都市基盤の整備を進める必要があることなどから、従来どおり区域区分を定めるもの

であります。

次に(2)区域区分の方針です。

１）おおむねの人口として、平成２７年における都市計画区域内の人口を約３７万４,

５００人、市街化区域内の人口を約３０万２,５００人と想定しています。

参考に前回方針書の記載数値が下段の白字です。今回の策定数値は、岳南に富士川と

芝川が組み込まれていますので、岳南だけの前回とは単純には比較できませんが、傾向

として、前回は横ばいであったものが、今回は減少に向かうことがお解かりいただける

と思います。

続いて、２）産業の規模として、生産規模を示す平成２７年の工業出荷額を約２兆２,

７０３億円、卸小売販売額を約７,８１２億円と想定しています。

この工業出荷額及び卸小売販売額は、工業、商業系の市街化区域の規模を定める際の

指標となるものです。工業出荷額の想定に当たっては、過去の工業統計調査実績値。卸

小売販売額の想定に当たっては、商業統計調査実績値を用いて、統計処理により適切に

推計をしています。

次に３）市街化区域の面積は、今回、富士市富士川地域において拡大が行われますが、

今後、平成２７年までに、このほかに具体の拡大、縮小する予定はありませんので、今

回の富士川地域の増加分を加えた８,２６３．５ヘクタールと想定しています。

次に３の主要な都市計画の決定の方針として、土地利用、都市施設、市街地開発事業、

自然的環境の整備または保全の大きく４項目に分類して記載しています。

初めに（１）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針の１）主要用途の配置方

針です。

①住宅地として、中心商業・業務地の住宅地は、高度利用を図り、居住環境の整備・

改善による都市型住宅地の形成を図ります。

②商業・業務地として、ＪＲ富士宮駅周辺については、静岡県東部地方拠点都市地域

の拠点地区と位置付けられていることもあり、引き続き、岳南都市圏及び周辺都市圏の

玄関口として広域圏における役割を担う商業・業務地として位置付け、にぎわいと活力

に満ちた都市空間の形成を目指します。

２）市街地における建築物の密度構成に関する方針ですが、①住宅地は、中心商業・

業務地を中心に高密度から、郊外に向かうにつれて低密度とする構成とします。

②商業・業務地として、ＪＲ富士宮駅周辺については、引き続き高密度な土地利用を

図っていきますが、前回策定以降、景観行政団体となったことも踏まえ、良好な街並み

及び都市景観の形成・維持についても配慮していくこととします。

３）市街地における住宅建設の方針です。
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中心商業・業務地は、市街地開発事業等による老朽化建築物の更新などにより都心居

住を促進し、中心市街地の空洞化を防ぐとともにコンパクトシティに対応した市街地形

成を図ります。

既成市街地は、面的整備や補完的な整備により、定住人口の確保に努めていきます。

更に外側の既成市街地周辺部や新市街地では、土地区画整理事業などを活用し、戸建

て需要に対応したまちづくりを進めます。

次に４）市街地において特に配慮すべき問題等を有する市街地の土地利用の方針です。

①土地利用の高度利用に関する方針について、ＪＲ富士宮駅周辺地区では、さきほど

の建築物の密度の方針と同様、市街地再開発事業等により、土地の高度利用を促進しま

すが、景観への影響も勘案するものとします。

②用途転換、用途純化又は複合化に関する方針については、大規模集客施設の立地に

おける将来的・広域的な影響を勘案し、準工業地域等での特別用途地区の指定を検討す

るなど、適正な立地誘導を図ることとします。

③居住環境の改善又は維持に関する方針については、近年は地方都市においても、中

高層マンションの建設が見られ、周辺住民とのトラブルが問題となるケースもあること

から、高層建築物の立地により居住環境や景観への影響が懸念される地域については、

地区計画制度などの活用により、建築物の高さ等を制限し、居住環境の維持・改善を図

ることとします。

④市街化区域内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針については、景観地区など

の制度を活用し、富士山等の眺望に配慮しつつ市街地の良好な景観の形成を図ります。

次に５）市街化調整区域の土地利用の方針です。

市街化調整区域の土地利用の方針のうち、②災害防止の観点では、土砂災害特別警戒

区域は開発及び住宅の新規立地等の規制を図るとともに、土砂災害警戒区域や砂防指定

地など、及びその隣接地区の適正な土地利用規制により、災害の未然防止に努めます。

④秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針について、既存集落地における居住環

境、地域活力の維持向上を図る必要がある地区については、市街化調整区域の地区計画

制度の活用を検討し、周辺環境に配慮した計画的な土地利用を図ることとします。

（２）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針のうち、１）交通施設の

都市計画の決定の方針です。

①基本方針として、本区域は、過度な自動車交通への依存から、市街地部や主要路線

において朝夕を中心に混雑の発生が見られ、一方で、鉄道やバス等の公共交通の利用者

は年々減少している現状を踏まえ、近年の社会情勢の変化に対応した交通体系整備の必

要性から、「高齢化社会の進展や中心市街地の活性化、地球温暖化への対策の必要性な

ど、本区域を取り巻く社会情勢の変化に対応した交通体系の構築が求められている」と

の記述を追加します。

具体的には、都市拠点間のスムーズな連携を確保する交通幹線軸の形成、機能分担に

応じた交通ネットワークの形成、環境にやさしい交通手段の利用を促す道路空間の確保

や利便性の高い公共交通サービスの拡充を進めます。

次に②主要な施設の配置方針として、道路についてです。
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自動車専用道路として、東名及び第二東名自動車道、主要幹線道路として、東西方向

に国道１号、４６９号、南北方向に富士富士宮線、国道１３９号西富士道路、国道５２

号、幹線道路として、地域連携軸の吉原大月線や岳南北部幹線、地区連携軸の阿幸地青

見線などの市街地環状道路、また、市街地南北交通として、ＪＲとの立体交差事業中の

野中棒杭線などを配置します。

③主要な交通施設の整備目標ですが、こちらは優先的に基準年次からおおむね１０年

以内、すなわち平成２７年までに着手や整備を予定する都市計画道路を示しており、富

士宮市関連は９路線あります。

記載路線については、事業中または事業が予定されている路線に加え、岳南都市圏総

合都市交通計画における中期道路網計画や富士宮市都市計画道路整備プログラムの中

期着手予定路線の位置づけなどを踏まえ選定されています。

この選定方針により、阿幸地青見線、田中阿幸地線、田中青木線の環状道路などを引

き続き位置づけるものとします。

なお、各路線の後ろの括弧書きは、事業主体ではなく所在の市町名を示しています。

続いて２）下水道及び河川の都市計画の決定の方針です。

①基本方針として、整備水準の目標を設定しています。

本区域における基準年次からおおむね１０年後の公共下水道の計画区域内人口に対

する割合については、静岡県生活排水処理長期計画より算出した７６％としています。

次に（3）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定方針です。

１）決定方針における②整備方針については、市街地外縁部に位置する住居地域につ

いては、土地区画整理事業などにより計画的な整備を図ります。

また、ＪＲ富士宮駅周辺地区の都市拠点では、効率的な土地利用や高次都市機能の充

実を図るため、民間活力も視野に入れ、市街地再開発事業等の整備手法を検討すること

とします。

２）市街地整備の目標として、基準年次からおおむね１０年以内に実施を予定する市

街地開発事業として、大岩時田地区において約１１ヘクタールの土地区画整理事業の計

画がありますので、引き続き位置付けるものとします。

（4）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針です。

１）基本方針の①自然的環境の特徴と現状、整備または保全の必要性として、富士山

の自然環境を保全・活用し、自然と調和した土地利用を展開することにより、緑と潤い

のある良好な都市機能を有する都市づくりを目指します。

具体的には、②緑地の確保の目標水準として、都市計画区域内人口１人当たりの公園

緑地の面積などの目標量などを設定し、整備・保全を図ることとしています。

都市公園の整備水準は、都市公園法施行令第１条において、住民１人当たり１０平方

メートル以上が標準とされていることから、平成２７年の目標年次において、おおむね

この面積を確保する様、目標値が設定されています。

次に４）主要な緑地の確保目標として、基準年次からおおむね１０年以内に整備を予

定する主要な都市公園ですが、三園平公園については、引き続き整備予定として位置付

けるものとします。
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次に議第３号岳南広域都市計画区域区分の決定について説明します。

区域区分、いわゆる線引きの実施は、議第２号の整備・開発及び保全の方針において

区域区分の実施を定めることにより決定されます。

この方針を受けて、市街化を積極的に推進する「市街化区域」と、農業の振興や自然

環境の保全などを図るため市街化を抑制していく「市街化調整区域」に区分し、都市計

画の決定をします。

市街化区域設定の要件としては、法第７条第２項の規定に基づき、市街化区域は、す

でに市街地を形成している区域及び土地区画整理事業などの実施が予定されている、お

おむね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とすると定められてい

ます。

なお、既に市街地を形成している区域とは、省令第８条において、１ヘクタールあた

り４０人以上の人口密度を持つ区域が連たんし、かつ一団で３，０００人以上いる区域

などと定められています。

これにより、岳南都市計画区域において昭和４７年の線引き以降、既に市街化調整区

域となっている地域と同様、芝川地域においても市街化区域の要件に該当する区域がな

いため、現行の芝川都市計画区域の全域が市街化調整区域となります。

今回の区域区分の決定では、富士市の現行富士川都市計画区域において市街化区域が

追加されますが、現行の芝川及び岳南広域都市計画区域においては、市街化区域の拡大、

縮小を行う箇所はありません。

スクリーンには議案書４７ペ－ジの附図を写しております。

ピンク色で示す部分が、変更後の岳南広域都市計画区域において市街化区域と設定さ

れる箇所です。

具体的には、現行の岳南広域都市計画区域における市街化区域での増減はなく、濃い

ピンク色で示す富士市の富士川都市計画区域における既に用途地域が指定されている

箇所が市街化区域として追加設定されます。

スクリーンには議案書４２ページ、区域区分の計画書を写しています。

目標年次の平成２７年における都市計画区域内の人口を約３７万４,５００人、このう

ち市街化区域内の人口を約３０万２,５００人などと設定しています。

次に議第４号岳南広域都市計画緑地等の変更です。

変更する施設は、富士市内の富士川河口付近にある富士川緑地と富士・富士宮両市を

跨ぐ第二東名自動車の２つの施設で、今回は名称のみを変更する軽微なものです。

当市に関係するは第二東名のみで、変更の理由は、市町合併及び都市計画区域の再編

に伴うものです。

ご覧の青線で示す区間について、旧富士川町を起点、旧芝川町を終点とする庵原広域

都市計画道路１・２・２号第二東名自動車道となっていますので、この名称を岳南広域

都市計画道路１・２・２号第二東名自動車道と改めます。

なお、水色で示す現行の岳南広域都市計画内に配置されている区間についての変更は

ありません。

スクリーンまたは議案書５２、５３ページをご覧ください。
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具体的には、計画書に記載されている起点、終点、主な経過地の位置表示について、

現行、芝川町となっている箇所を富士宮市に改めます。同様に富士川町も富士市という

表示になります。

以上が、議第１号から４号の詳細についての説明となります。

都市計画課長

それでは、再び私から、都市計画決定までのスケジュールについて説明いたします。

なお、議第４号については、施設の位置・構造等の変更はなく、名称のみを変更する、

法第２１条第２項の規定に基づく、いわゆる軽微な変更にあたりますので、都市計画案

の縦覧などの一部手続きが省略されています。

まず、今回の都市計画の定期見直しを行うにあたり、平成２２年３月２３日の富士宮

市と芝川町の合併は重要な事項でありました。

また、合併までの経緯の中で芝川地域における区域区分の設定、いわゆる線引きは最

大の関心事であったため、地域住民に対しては十分な周知を行い理解を得るため、合併

前の早い段階から説明会を開催するなど、これまで極め細やかな対応をして参りました。

この説明会については、合併以前から旧芝川町が、合併や都市計画に関する説明会を

開催し、また、合併後は、新富士宮市として平成２２年５月２５日から３０日にわたり

５会場で都市計画説明会を開催いたしました。

関係住民等への周知は、全地権者４，５００人に対する通知を行ったほかにも、広報

ふじのみや、市ホームページ、各自治会における回覧、ローカル新聞への掲載などによ

り幅広く行いました。

この結果、昨年５月の説明会には、延べ約４７０人の方が来場されました。

また、線引きにより土地利用形態も大きく変わることから、６月７日から１５日にわ

たり開催した個別相談会にも延べ約１５０人の方がお越しになりました。

その後、９月の公聴会は、富士市の富士川会場のみで開催されましたが、芝川地域に

関しては住民などからの公述の申し出が無かったため、芝川会場での開催はありません

でした。

また、１２月１０日から２４日までの２週間行った都市計画案の縦覧に対しては、富

士宮では３名の方の閲覧がありましたが、富士宮市及び富士市においても意見書の提出

はございませんでした。

なお、今後の予定ですが、本日の審議会の答申を持って２月の静岡県都市計画審議会

で審議され、３月末までには決定、告示される予定となっております。

以上で、議第１号から４号までについて、事務局からの説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

水口会長

ありがとうございました。

旧芝川町が富士宮市に加わって、芝川町という貴重な資源が仲間となってさまざまな

人的、土地的資源が増えて、その中で改めてまちづくりを考えようということなので、
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先ほども申し上げましたように、芝川町の状況も十分想像をめぐらせていただきご審議

をお願いいたします。

では、説明のありました、都市計画区域の変更、整備、開発及び保全の方針の決定、

区域区分の変更、具体的には芝川町の区域を全域市街化調整区域とするもの、４つ目は

都市計画区域の変更に伴う都市施設の名称の変更ですが、これらを一括して審議を行い

ます。

ご意見や更に詳しい説明の要求、またはご質問がありましたらお願いいたします。

諸星委員

説明資料の５、６ページですが、都市づくりの理念を富士山の恵みを大切にしたまと

まりのある都市づくりといった目標を掲げられておりますが、この「まとまりのある」

ということと、６ページの住宅地の記述部分で「豊かでゆとりある住宅地の形成」とあ

りますが、「まとまりのある都市づくり」とあとで記述のある「豊かでゆとりある住宅

地の形成」は矛盾すると感じるのですがいかがでしょうか。

二点目として、市街地において特に配慮すべき問題等という部分において、ＪＲ富士

駅とＪＲ新富士駅接続に関しては、検討事項が上がらなかったかということについてお

尋ねいたします。

都市計画課主幹

一つ目の理念における「まとまりのある」との記述につきましては、ここで意味して

いるものは、農業を振興する場所、工業を振興する場所、商業を振興する場所、住宅地

として誘導する場所などが混在しないようにとの意味であります。

その住宅地として誘導する場所について、ここでは郊外の住宅地になりますが、「豊

かでゆとりある住宅地の形成」といった庭付き、一戸建ての住宅を誘導していこうとす

るものであります。

二点目のＪＲ富士駅とＪＲ新富士駅の接続についてですが、新旧対照表の１５ページ

に、新交通システムとしてＤＭＶによる接続の検討について記載があります。

今回の計画書は岳南広域都市計画区域の方針であり、この部分については、富士市に

おける記載部分として御理解をいただきたいと思います。

諸星委員

ＪＲ富士駅とＪＲ新富士駅の接続について、このＤＭＶの記載程度しかないのかなと

いう印象です。

富士市で取り組まれる事業とのことですが、この場では富士宮市が実施するものしか

審議の対象とはならないのでしょうか。

都市計画課長

ＪＲ富士駅とＪＲ新富士駅の接続については富士宮市にとっても大きな課題である

と認識しております。
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その中で、現時点で最も実現性が高いのが、富士市で取り組んでいるＤＭＶであると

のことでここに記載をさせていただいております。

諸星委員

説明資料１０ページの主要な都市計画の決定方針における③工業地に大中里地区が

位置づけられておりますが、これは今後大中里地区を工業地として振興を図っていくと

のことなのでしょうか。

都市計画課主幹

大中里地区には工業専用地域が設定されておりますので、引き続きこれを維持してい

くとのことでこの部分に位置づけております。

水口会長

この計画書をすべて説明していただくには、それこそ長い時間がかかることから、先

ほどの説明では富士宮市に直接関連したもので、なおかつ主要なものをピックアップし

ていただきましたが、本来都市計画区域とは一体の都市として考えるべきものであるこ

とから、先ほどの質問にもあったように、富士宮市民にとって重要な富士市の都市計画

の施策についてもご質問していただいて良いと思います。

また、今回審議いただいております事項は、都道府県が定める市町村を超えた広域的

な都市計画のマスタープランであります。

一方、富士宮市には市域を対象とした市町村マスタープランというものがあって、市

内の地区ごとのより詳細な方針は、市町村マスタープランに定める権限と責任がありま

す。

現在ちょうど過渡期であることから、実は今回審議いただいている都道府県が定める

広域のマスタープランとしては書き過ぎている感があります。

先ほどのご質問のように、市域のどこでどのようなことを行うといったことは、本来

市町村マスタープランに記述するべきで、県は「こんなことをやって欲しい」であると

か、「このようなことはやっては困る」といった大きな方針を書くというように分けて

いくべきであります。

現在、その過渡期でありますので、地区名や事業の箇所付けがでてきており、区域マ

スタープランと市町村マスタープランが重なっています。

したがって、今回の整備、開発及び保全の方針では、この箇所付けといったものはあ

まり本質的なものではないと思います。

菅原委員

先ほど会長もおっしゃたように、岳南広域としての計画と市単独の計画の差があまり

見えてこないように感じています。

広域で考えなければならない問題は当然あると思いますので、このような計画がある

と思いますが、交通計画以外に都市計画として広域に考えなければならないものにはど
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のようなものがあるかと考えますと、もう少し明確に目標などを出していく必要がある

のではと感じました。

内容としては、単独市町村の都市計画と差がないのではないかと感じており、広域で

なければ解決できない問題点などを明確に示していく必要があるのではないかと思い

ます。

水口会長

広域的な視点の都市計画が、交通以外でいるのかとのご質問ですが、どこにどのよう

な密度の人の住むところを作るかといった土地利用の問題や、エコロジカルネットワー

クといった生物の移動圏は市町村の区域など関係ありませんから、どのような緑地系統

や大きな河川ではその流域圏といった広域的な視点は必要です。

最近問題となっておりますのが、いわゆる郊外の大型商業施設が都市計画区域ですら

ないほとんど規制の無い地域に立地し、線引きしている都市ではできないといった事例

があります。

これについては、都道府県に広域的な買い物拠点の整備方針があれば、各市町村の思

惑とは別に県として大型商業施設の配置方針を定めています。

したがって、広域的に取り組まなければならない課題は都市計画のほとんどの分野に

渡っております。

今回の案にはそのような広域的な方針は入ってはいますが、同時に本来市町村が定め

るべき狭域的な部分まで入っていることで解かりにくくなっています。

これは、岳南広域に限ったことではなく全国的な傾向で、市町村、都道府県、国の役

割分担が大きく変わりつつある中での過渡期の現象であるといえます。

今回の都市計画区域マスタープランを要約すると、本来は広域的な方針等の記載のみ

とするべきであろうと思います。

都市計画課主幹

ただいま会長にご説明いただきましたが、広域的な取組みで交通以外の具体的なもの

を上げてみますと、今回の議第３号の区域区分がまさにこの広域的な課題で、同じ広域

都市計画区域の中で、線引きと非線引きが混在した状況とならないような制度となって

おります。

また、菅原委員がおっしゃいましたように、道路はネットワークでありますので、広

域的な見地が必要であります。

公園に関しましても、運動公園や広域公園など規模が大きいものは、市の単位ではな

く広域的に整備することが効率的であり、運動公園では富士総合運動公園、広域公園と

しては富士山こどもの国として岳南広域として整備しております。

竹内委員

都市づくりの基本理念の部分で、コンパクトシティ構想が掲げられていますが、岳南

広域として具体的にどのような構想をもって今回の計画に盛り込まれているのかお伺
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いしたいと思います。

二点目として、岳南広域としてコンパクトシティという概念を考えると、富士宮市と

富士市の境界の部分が議論の対象となってくるかと思いますが、コンパクトシティを総

論的に掲げるということはわかりますが、具体的な議論でどのようなことがなされたの

かお伺いしたいと思います。

都市計画課主幹

先ず、コンパクトシティのイメージを簡単にご説明いたしますが、昔は駅周辺に高い

密度で人口が集積しており、郊外は農業が主たる産業で人があまり住んでいませんでし

た。

しかし、自動車が比較的容易に手に入る現在となりますと、地価の高い中心地を避け

て郊外に住宅、商業施設などの開発が進み、中心地の人口密度が低くなり、変わって郊

外に人口が拡散していく結果となりました。

少子・高齢化、人口減少など、最近の社会情勢の変化の中で、十分なインフラ整備を

行うだけの財政的な問題や、地球温暖化などの問題から、過度な自動車への依存した生

活を改めるとのことからも、公共交通の便の良いところや公共施設が既に整備されたと

ころなどに拠点を複数作っていこうということを目指しております。

したがって、今回のコンパクトシティの拠点の箇所の位置づけは、富士宮市としては

富士宮駅周辺を位置づけておりますが、岳南広域全体としては、富士市のＪＲ富士駅周

辺、吉原中央駅周辺、ＪＲ新富士駅周辺を位置づけております。

これを前提としまして、今回のコンパクトシティの具体的な取組みといたしましては、

一つは、中心市街地の活性化ということで、中心市街地に大型商業施設を誘致し商業の

核を作るとともに、駅前の遊休地には、まち中居住を進めるためのマンションなどを誘

導するとともに、公民館等公共施設との複合施設とすることで地区住民の利便性を高め

るといった取組みを行っています。

併せて、身延線の鉄道高架事業を実施することで中心市街地の渋滞緩和を図るととも

に、宮バス、宮タクといった公共交通を推進することによって、郊外と中心部を結ぶ施

策にも取り組んでおります。

今回の区域マスタープランにおいては、「市街地内においては、中心市街地及び交通

結節点周辺を商業・業務、交流、居住、交通等各種都市機能の集約を図る都市拠点とし

て位置づけるとともに、その他の地域では、地域特性に応じた良好な暮らしを確保する

住宅地、交通利便性を活用した産業拠点等を適切に配置し、これらの拠点を相互及び地

域が交通軸により有機的に連携した集約型都市構造を実現する市街地形成を目指す。」

と記述しております。

また、主要な都市計画の決定の方針における住宅地に関する部分においても、「中心

商業・業務地等の都市拠点における住宅地においては、高度利用を図るとともに、住居

環境の整備・改善により利便性の高い都市型住宅地として配置する。」と記載しており

ますし、公共交通に関する部分においては、環境負荷の小さな都市づくりに寄与するた

め、環境にやさしい交通手段の利用を促す道路空間の確保や利便性の高い公共交通サー
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ビスの充実を図るとともに、観光拠点のネットワーク化による周遊性の向上等、美しい

景観や観光資源を活かせる交通環境を整備する。」ということを記載しております。

水口会長

集約型都市構造やコンパクトシティということでいろいろな側面から議論がありま

す。

今、そのいろいろな側面をいっぺんに言われたのである意味解かりづらくなってしま

っていますが、つまりは市街地の密度と配置をどうするかといった点では、極端に言え

ば市街化区域がどのくらいきちんと使われていなくて、その外側に無秩序な居住等の輪

があって公共施設整備のコストが非常にかかるとともに地球環境にも悪影響があると

いうことは、市街地と集落の配置とそれぞれの大きさ、密度に係る問題で、これに関し

ては、富士宮市の市街化区域はそれなりに有効活用されてますし、市街化調整区域の土

地利用もあまり乱れてはいない、という意味では、コンパクトシティにはなっており、

それを維持していく。

あとの論点として市街化調整区域をどのようにしていくかとの課題はありますが。

もう一つは、機能的な集約性で、今の都市拠点という言い方や、中心市街地であると

か商業業務系について、この圏域、富士宮全域や岳南広域全域さらにその周辺へのサー

ビスという点で、機能的集約性を持っているかということですが、その一つのバラエテ

ィとして、中心市街地居住あるいは都市型居住といったことがあって、それは目標とし

ては書かれています。

ただ、どうしたらこの方向に行くことができるのかといったことは難しいですが、こ

れまでに何を加え何を変えていくのかというところまでは必ずしもはっきりはしてい

ません。

先ほど竹内委員からご指摘があった部分については、市街地集落の配置としてあるだ

ろうと考えております。

中心機能的集約性については、何か強化されたということは必ずしも見えない。

もう一つは広域的に見たコンパクトシティについては、富士圏と富士宮圏の境界領域

に広域的なコンパクトシティに関する課題があるとは思いませんが、富士市、富士宮市

が合併した富士川町、芝川町を見てみますと、元用途地域型市街地がバラバラとありま

すので、これはコンパクト性が薄れたという感じがありますが、本来であればさきほど

の菅原委員の発言とも絡んで、区域マスタープランとしては、広域から見たコンパクト

シティとは何かということを本来であれば詰めるべきで、富士宮に限ったコンパクトシ

ティとしてはそれなりにあるし、維持していく方針も出ていると思います。

こういったものが広域マスタープランを議論していく場で出てくるといったことに

意義があるのであって、必ずしもすべてにおいて目標を立てて方針まで書けるとは限ら

ないと思います。

都市整備部長

竹内委員からご指摘いただいた部分は大切なことで、富士市、富士宮市のいわゆる４
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０万人の都市圏としての中心部、集約性、コンパクト化ということが竹内先生のお話で

あると思います。

ただ、今回のものはそのような方向のものにはなっておりません。

本来であればそこまで突き詰めて議論して、将来あるべき都市圏としてのあり方を議

論すべきであるとは思いますが、そもそも、旧富士市、旧吉原、富士宮市として、岳南

都市圏として歴史的にも文化的にもどうしても三極的なことでまちづくりがされてき

て、都市として成り立ってきたとの背景がありますので、どうしても先ほどの説明のよ

うに、富士宮、吉原、富士を中心とした各まちの拠点が岳南都市圏の中に依然として山

があるというイメージとなっています。

その間をどのようにして交通で結んでいくかという記載となっておりますので、この

中での集約型都市構造、コンパクトシティの考え方はそこから脱していないというよう

に思っております。

水口会長

機能的分担の集約性ということは機能の分担ということですので、富士と富士宮がど

のような機能を分担するかということは都市計画を超えたものですので、その議論を都

市計画マスタープランの中ではできないので、合併すればいやでもこの機能分担の議論

はしなければなりませんが、現時点では、社会、経済的機能分担の話はできないので、

都市計画マスタープランでは反映できないというところであると思います。

望月(芳）委員

先ず一点目といたしましては、今回は合併に伴う都市計画の変更とのご説明でしたが、

過去にこのような広域的な計画について見直しや変更といったものは行われてきたの

かということをお伺いしたいと思います。

次に、やはりまちづくりの上で道路というものは非常に重要であると思います。

今後、国道４６９号の整備が進み、芝川を通って５２号と接続した場合、芝川地域の

土地利用を考えなければならないと思います。

現時点において芝川内房地区に芝川町時代に開発の申請が出ている工業進出がある

と聞いております。

そのような中で、５２号線沿いの工業進出に伴う土地利用をどのように考えられてい

るのかお伺いしたいと思います。

次に、市街化区域内の現状の問題点についてお伺いしたいと思いますが、現在の市街

化区域では定住人口のアンバランス化が問題であると思います。

小学校を見ても、中心市街地の大宮小学校などでは児童数が減っている一方、郊外の

大富士小学校などでは児童数が増加しており、数年後には教室が足りなくなると聞いて

おります。

このように市街化区域内での人口のアンバランス化についてどのようにお考えかお

伺いしたいと思います。

もう一点としては、最近の異常な豪雨がたびたび起こっており、雨水が市街地にあふ
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れ出ているという問題があります。

これも都市計画として非常に大きな問題であると思います。

雨水対策の面からも、また、自治体の境があるためにすぐそこまで下水道が来ていて

もつなぐことができないといった声を聞かれることからも、本日は広域の都市計画につ

いて議論をしておりますので、下水道の分野においても広域での対応が必要なのではな

いかと思いますがお考えをお伺いしたいと思います。

都市計画課主幹

計画の見直しや変更は行ってきたのかとのご質問ですが、区域マスタープランについ

ては、今回が６回目の見直しとなります。

当初に決定いたしましたのが昭和４７年です。

その後、概ね５年後ごとに見直しを行ってきており、今回が６回目の見直しとなりま

す。

その都度、都市計画法の改正や社会情勢の変化に対応し見直しを行って参りました。

次に芝川町の土地利用の今後についてですが、市街化調整区域となることで開発がま

ったくできなくなるということはありませんで、計画書においても「既存集落内におけ

る居住環境、地域活力の維持向上を図る必要がある地区においては、市街化調整区域の

地区計画制度の活用を検討し、周辺環境に配慮した計画的な土地利用を図る」と記載し

ており、市街化調整区域においても、交通の結節点や必要と思われる地区で、農業や環

境など、本来市街化調整区域に期待される役割に弊害が無い場合は、この地区計画制度

を活用することで一定の開発は可能であります。

このことにつきましては、先ほど会長からお話がありました市町村マスタープランの

役割でありますので、本年度から市町村マスタープラン改定作業を進めており、来年度

からは地元にも入りながら取り組んで参りたいと考えております。

土地対策課長

芝川地区５２号沿いの開発に関するご質問について、現在、清水に本社を起きます小

型産業ロボットの製造企業が５２号線沿いで約２５ヘクタールの開発の工事に着手し

ております。

この開発につきましては、旧芝川町の総合計画に沿った計画であり、かつ、計画地で

あります内房地区の内房地区開発計画というものを旧町で策定いたしまして民間によ

る単独開発を位置づけており、町の政策と合致しているということで開発が許可された

事例であります。

従いまして、５２号線沿いについては、今回の開発を受けて工業系の色づけをしてい

くといったことはなく、あくまでも民間による個別の開発がされているということでご

ざいます。

下水道課長

下水道の広域化についてのご質問でありますが、富士市と富士宮市は基本的な方針と
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して、両市とも公共下水道で現在進んできている状況であります。

排水区域や管渠の配置など、それぞれの市で計画を立てて、長い年月と多大な経費を

かけて整備を進めてきておりますことから、見直しとなりますと更に多大な経費がかか

ることが予想されますので、現在の計画で今後も進めて参りたいと考えております。

河川課長

豪雨への対応はとのご質問ですが、過去３０年から２０年前までの１０年間では、年

間５０ミリ以上のいわゆる豪雨といわれているものが２００回程度でしたが、ここ１０

年の間では３２０回とかなり増えてきております。

これらに対応するため、市では中心市街地において市街化区域の約４分の１程度の範

囲を雨水渠の事業認可を汚水一緒にとっております。

面積にして約６８０ヘクタールですが、これを平成２年から平成２８年までの事業認

可期間で整備するということで進めており、この中で、中心市街地の河川も含めた整備

を進めております。

下水道の雨水渠は１１０億程度の事業の計画をしており、平成２１年度までに約４６

パーセントの整備を進めております。

次に広域での対応は、とのご質問ですが、富士市、富士宮市を考えますと、下流側の

富士市の方に富士宮の水が当然行くわけですが、これらのことを広域で考えるというこ

とは、認可の問題等もあり現在のところ広域での対応は考えておりません。

都市計画課主幹

定住人口のアンバランスについてご質問がありましたが、今回のマスタープランでは、

住宅地においては、まち中はある程度高密度な住宅地を誘導し、既成市街地から郊外に

行くにしたがって戸建ての住宅を誘導していくよう記載しております。

委員のご質問はまち中の空洞化への対応とのご質問であろうかと思いますが、マスタ

ープランではまち中居住を進めるよう、居住環境の整備・改善により利便性の高い都市

型住宅地とするため、鉄道高架事業や公共施設の整備、商業の活性化などを図り、もう

一度まち中居住を進めようといった理念を記載しております。

望月(芳)委員

先ほど５年に１度程度見直しを行ってきたとのお答えをいただきましたが、それらの

中で大きな見直しを行ったものにはどのようなものがあったかお伺いいたします。

都市計画課長

これまでの見直しの中で大きな変更を行ったものとしては、法改正によるものと、第

二東名高速道路に伴う街路の見直しを行ったものが揚げられます。

なお、これまでの見直しの中で線引きの拡大や縮小といったものはありませんでした。
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都市計画課主幹

これまでの見直しにおいては人口増を前提として見直しがなされてきましたが、今回

の見直しでは初めて人口減少に対応した見直しとなっており、ある意味今回の見直しは

大きなターニングポイントとなっていると思います。

河原崎委員

先ほどからコンパクトシティについて議論されており、ＪＲ富士宮駅周辺に高密度の

住宅を誘導していくとのお話ですが、現状として住宅地は郊外に拡散している中で、こ

れを再度中心市街地の極端に狭い部分に人口を誘導していくというのは、感覚としてず

れているように感じます。

商業施設等についてもバイパス沿いにたくさん張り付いており、市民の生活圏は完全

にそこまで広がりを持っていることからも、ある程度の広がりを持って集積を図ってい

く方が現状として適しているのではないでしょうか。

都市整備部長

確かに低密度に広がってしまった住宅地やバイパス沿いの商業施設が、果たして再度

まち中に集まってきてくれるかというと、現実的には非常に大変な話であると思います。

かといって、これまで広がってきたものをこのまま成り行きに任せて、これまで以上

に拡散を容認していくということは違うと思います。

そのような中で、もう一度まち中に目を向けてもらおうということで計画を立てた訳

ですが、広がった市街地をまち中に集約していく個別具体の政策や施策があるかという

と財政的や制度的な制約がある中で個別の議論となっていくと思います。

考え方としてはコンパクトシティという方向性で進めていきたいとのことで御理解

いただきたいと思います。

河原崎委員

結論から言えば、拡散については線引きによって抑えられていると思います。

先ほどの説明で、高密度、中密度、低密度の住宅地が市街化区域では形成されており、

無秩序な拡散は線引きで抑えられています。

このコンパクトの捉え方について再考願えればと思います。

水口会長

市町村マスタープランでこれらの問題は富士宮市の問題として議論されていくこと

となると思いますが、中心市街地が空洞化することを少しでも抑える必要があるかとい

う問題と、そのための手法、手段が成立するかという話は分けて議論すべきかと思いま

す。

都市計画マスタープランですので、いろいろな問題が絡んでいて、ご質問、ご意見も

政策一般にかかる議論もでてきておりますので、ここでいったん休憩をとりたいと思い

ます。
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・・・・・休 憩・・・・・

水口会長

それでは再開いたします。

引き続き、議第１号から４号についてのご質問、ご意見を受け付けます。

望月(光)委員

先ほど、少子高齢化による人口減少社会の到来とのお話がありましたが、芝川地域に

おきましては、市街化区域を指定するだけの要件を満たした地域がないとのお話でした

が、旧富士宮市の区域については今回の線引きは変更はありませんでしたが、以前、市

街化区域内においてもこれらの要件に該当しない地域があるとのお話がありましたが、

逆線引きを行うような地区は無かったということでよろしいか確認をお願いいたしま

す。

二点目として、計画区域の人口が平成２７年には現在の９７．４パーセントに減とな

るとのお話でしたが、人口推計には一定の算式により算定されていると思いますが、以

前、富士宮市は人口減少の落ち方が他市と比べて鈍いとの話もありましたが、そのよう

な数字が加味されているのかお伺いしたいと思います。

もう一点は、ＪＲ源道寺駅前広場を整備するとのお話ですが、実施が決定したと解釈

してよろしいでしょうか。

都市計画課長

一点目の逆線引きに関するご質問ですが、平成の始めのころにはそのような指導があ

ったことは事実でありますが、今回の計画ではそのような議論はありませんでした。

都市計画課長主幹

人口推計については、社会保障人口問題研究所という国の機関があり、そこで公表し

ている数値を活用し算出しています。

具体的な方法としましては、国勢調査の結果から５歳階級別男女別の人口ピラミッド

をコーホート推計法という算式に当てはめて推計を行っています。

要素といたしましては、出生率、死亡率、社会移動を加味して推計を行っており、か

なり正確な数値が出されていると考えております。

都市整備課長

駅前広場の整備に関しましては、都市計画として決定されているものについては完了

しております。

個々具体的には、源道寺駅、西富士宮駅については、個別の案件で整備する内容があ

ると考えておりますので、これにつきましては市のマスタープランの中で検討して参り

ます。
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稲葉委員

計画書の「災害防止の観点から必要な市街地の抑制に関する方針」の部分について、

地すべり防止区域や急傾斜地崩壊危険区域の適正な管理とありますが、ＪＲ身延線沿線

の大中里区で土砂の災害がありましたが、今回の計画策定にあたりＪＲとこれらの災害

防止について協議をされたのかお伺いしたいと思います。

次に、先ほど豪雨への対応についてお話がありましたが、雨水対策の一方で、計画的

に緑を増やしていくなど、森林の保全による保水対策も大変重要であると考えますが、

この点についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。

都市整備課長

緑の保全につきましてここでは方針を掲げておりますが、具体策については緑の基本

計画を策定する中で検討して参ります。

雨水対策としての森林の保全につきましては、森林環境の保全を図りながら保水能力

を高めるとともに、市街地におきましては、雨水貯留の助長などを行っておりますので

御理解いただきたいと思います。

道路課長

大中里区の身延線安全運行のための法面の崩壊対策についてですが、個別にＪＲ及び

地主と協議いたしました。

稲葉委員

ただいまのお話は平成１９年の土砂崩れの対応の際のお話であると思いますが、お伺

いしたかったのは、そのほかにも危険な地域がありますので、それらについてＪＲなど

と協議はしているのかということです。

道路課長

当然必要があれば行って参ります。

その中には、危険渓流であるとか急傾斜に該当するようなところもございますので、

それらについても個別に協議していく必要があると考えております。

稲葉委員

ただいまの発言ですと、災害が起こってからの対応のように聞こえてしまいますので、

それらを未然に防ぐといった対策をとっていただきたいと思います。

都市整備部長

土砂法の指定がされますと、一般の民間の方の避難や勧告といった話になりますし、

住宅を建てるときにも補強しなければならないといったことになります。

従いまして、ＪＲに対しましても土砂法の指定がされれば安全に運行するための対応

をしていただく必要がありますので、そのような方向で協議を行って参ります。
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佐野委員

県の目指している計画と、富士宮市の限られた財政の中で実現していくということは

かなり難しいと感じておりますし、市民といたしましては、それぞれの地域において要

望がありますので、その中で快適に暮らしたいとの思いがあります。

本日の審議された内容を広く市民に議論しやすい方法で具体的に示していただきた

いということと、それらを市民一人ひとりがどのように努力していけばよいのかといっ

たことをわかるようにしていただくとありがたいと思います。

都市計画課長

本日の議代であります区域マスタープランなどはなかなか表には出ない部分であり

ますので、機会があるごとにこういったものに基づいてまちづくりが行われているとい

ったことをＰＲしていきたいと考えております。

水口会長

私からご質問いたしますが、これまでの議論にもありましたが、今回の案件は芝川町

との合併に伴う都市計画の変更という意味で、今回の方針に基づいて今後、これに関連

する都市計画施策があると思います。

説明資料の１３ページに市街化調整区域の土地利用の方針といったものがあります。

そこには、「既存集落地における居住環境、地域活力の維持向上を図る必要がある地

区においては、市街化調整区域の地区計画制度の活用を検討し周辺環境に配慮した計画

的な土地利用を図る。」とあります。

今回の区域マスタープランにはこの記述で良いと思いますが、今後これを運用するに

あたって、今回の答申に意見を付けたほうが良いと思います。

具体的には、旧芝川町をはじめ、旧富士宮市郊外にも既存集落地の居住環境の向上及

び地域活力の向上を図るといった課題があります。

このため、市街化調整区域の地区計画制度等の活用に向けて検討されたい。

という趣旨の意見を付けたいと思います。

これは、旧芝川町をはじめ、旧富士宮市に関しても、郊外の集落地の活性化のための

手段の切り口の一つなのですが、都市計画としてもしっかりと検討していく必要がある

だろうと思います。

このことが、全域市街化調整区域となる旧芝川町にも資する問題であろうと思います

ので、これはもちろん、市町村マスタープランで具体的に検討すべき事項ですが、広域

的都市計画マスタープランを検討する場において、このような課題を指摘しておき、こ

の次の市町村マスタープランに引継いでいただくという意味で提案したいと思います。

そのほかご質問、ご意見ございますでしょうか。

ご質問、ご意見が無いようですので皆様にお諮りいたします。

ここでは皆様にお諮りしたものを市長に答申し、その答申をもって富士宮市の意見と
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して静岡県の都市計画審議会に報告されることとなります。

議案としては第１号から第４号までありますので、それぞれについて皆様にお諮りい

たします。

まず議第１号は都市計画区域の変更であります。

これにつきましては、特段のご意見もありませんでしたので、「原案のとおり適切な

ものと認める」と答申したいと思いますがこれにご異議はありませんか。

………「異議なし」の声………

異議なしと認めます。

続きまして、議第２号、岳南広域都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針についてはさまざまな議論がありました。

また、広域的なマスタープランとしては書きすぎている感はありますが、これにつ

きましては、この次の市町村マスタープランや具体的な都市計画の場で改めて議論し

ていただくこととして、県が定める整備、開発及び保全の方針、通称、都市計画区域

マスタープラン、もっと言えば県が定める広域的な都市計画の方針、についてさまざ

まな議論はありましたが、「原案のとおり、適切なものと認める」と答申したいと思い

ますがこれにご異議はありませんか。

………「異議なし」の声………

異議なしと認めます。

続きまして、ただいまの第１号、第２号を踏まえて、議第３号「岳南広域都市計画

区域区分の決定」、いわゆる線引きの決定についてであります。

これにつきましても、先ほどの説明のとおり、旧芝川町の区域が全域市街化調整区

域となることは法適用上やむを得ないと考えております。

ただし、先ほど申し上げた今後の運用として、「今回市街化調整区域となる旧芝川町

域を始め、旧富士宮市の既存市街化調整区域においても、既存集落地の居住環境、地

域活力の維持、向上を図るため、市街化調整区域の地区計画制度等の活用に向けて検

討されたい」との趣旨の付帯意見を付けたいと思います。

新たに市街化調整区域を指定したことで、次の施策の課題がでてきているというこ

とをここで申し上げて、今後の検討に継承していただくという方向にしたいと思いま

すが、今の付帯意見を付けて「原案のとおり、適切なものと認める」と答申したいと

思いますがこれにご異議はありませんか。

稲葉委員

先ほどの第２号議案を「適切なものと認める」としておいて、ただいまの会長の意
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見を付けるとなると矛盾しませんでしょうか。

水口会長

整備、開発及び保全の方針では、市街化調整区域における地区計画の活用を位置づ

けております。

この議第３号では、具体的に市街化調整区域を定める場所を示しており、旧芝川町

の区域を市街化調整区域とすることはやむを得ないと考えます。

ただし、そうする以上は、整備、開発及び保全の方針に記載してある集落活性化の

ための市街化調整区域における地区計画制度等を具体的に活用することを検討するよ

う意見を付けるもので、矛盾はしていないと思いますがよろしいでしょうか。

………「異議なし」の声………

それでは先ほど申し上げた趣旨の付帯意見を付けて答申といたします。

続きまして、議第４号については形式的なものでありますので、「原案のとおり、適

切なものと認める」との答申でよろしいでしょうか。

………「異議なし」の声………

異議なしと認めます。

それでは以上で本日の議案審議を終了いたします。

今後の議事に関係の無い職員は退出してください。

次に報告事項として、やはり合併に伴う景観法に基づく景観計画の変更について、事

務局から説明をお願いいたします。

都市計画課長

私からは、新富士宮市景観計画の策定における中間報告として、変更作業の経緯と今

後のスケジュールを説明させていただきます。

新富士宮市景観計画は、景観法第９条第２項の規定に基づき、都市計画区域に係る部

分について、あらかじめ都市計画審議会の意見を聴かなければならないとなっておりま

す。

スケジュールでは、本年７月の審議会で意見を聴く予定となっているため、本日の審

議会で進捗状況を含め中間報告を行うものです。

資料１－１、新富士宮市景観計画の策定経緯をご覧下さい。

旧富士宮市でのこれまでの景観の取組みは、平成７年に地方自治法の自主条例による

都市景観条例を施行し、景観行政を進めてきました。

その後、平成１７年の景観法の施行を受け、平成１９年には景観行政団体となり、平
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成２２年１月１日には景観法に基づく富士宮市景観計画及び富士宮市富士山景観条例

を施行いたしました。

平成２２年３月２３日には、旧富士宮市と旧芝川町が合併し、新富士宮市が誕生しま

した。

新富士宮市の誕生により、市域全域で景観法に基づく景観行政を進めていくためには、

旧芝川町を現景観計画の区域に追加することが必要になります。

このため、今年度の作業として、まずは芝川地域景観調査報告書を現在の富士宮市景

観計画と同様の作業フローで作成を進めることといたしました。

これが、本日配布させていただいております資料２、芝川地域景観調査報告書です。

この報告書の内容は、旧芝川町は、旧富士宮市と一体の地域であり、地形や自然など

景観特性は類似していることから、現在の景観計画に何かしらの記述がされております。

このことから新富士宮市景観計画には、芝川地域の独特の景観要素についてのみ、芝

川地域景観調査報告書の中から旧富士宮市景観計画に追記したものを、資料３新富士宮

市景観計画としています。

資料１－２会議等の開催スケジュールをご覧下さい。

この調査報告書の策定にあたっては、芝川地域でのアンケート調査や現況調査を参考

にしながら、現況と課題についての整理を行い事務局案を作成しました。

この事務局案について、庁内検討会や市民懇話会、景観審議会の意見を伺いながら、

芝川地域景観調査報告書及び新富士宮市景観計画の素案を取りまとめたところであり

ます。

今後のスケジュールは、今年度は１月１４日の第３回景観審議会でご協議いただき素

案から案として決定し、その後、パブリックコメントにより市民の意見を伺う予定であ

ります。

平成２３年度には、景観審議会、都市計画審議会の議を経て、平成２４年１月１日の

施行を考えております。

それでは、詳細につきまして担当より説明させていただきます。

都市計画課 計画係主査

お手元の資料２、芝川地域景観調査報告書と資料３新富士宮市景観計画（案）をご用

意下さい。

はじめに、芝川地域を含んだ新富士宮市景観計画の作業の進め方について説明します。

現在の富士宮市景観計画は、昨年１月に施行しています。

今回の作業では、まず資料２芝川地域景観調査報告書をアンケート結果や現地調査を

踏まえ作成いたしました。

この報告書の内容から芝川地域の特徴的な景観要素を旧富士宮市景観計画に書き加

えたものを新富士宮市景観計画としていきます。

これが今回お示ししております資料３新富士宮市景観計画です。

それでは、資料の内容について説明させていただきます。

資料２芝川地域景観調査報告書をご覧下さい。
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旧芝川町は、旧富士宮市に隣接した地域であることから、地形や自然など類似してい

る部分が多々あり、現在の景観計画に何かしらの形で記述されているため、その中でも

芝川地域の特徴的な景観について下線で記述しています。

下線を引いてある部分については、新富士宮市景観計画にも追記しています。

本日の説明は、下線の部分を主に説明していきます。

１ページお開き下さい。

芝川町は平成２２年３月に富士宮市と合併し、新富士宮市が誕生いたしました。

現富士宮市の景観計画に芝川地域を含め新市の景観計画とするため、取りまとめたの

がこの冊子です。

計画の構成は、すでに策定されている旧富士宮市景観計画に合わせています。

序章、第１章景観の特性と課題、第２章景観形成の目標、第３章景観計画の区域、第

４章良好な景観の形成に関する方針、第５章景観重要建造物、景観重要樹木の指定の方

針、第６章屋外広告物の表示及び掲出する物件の設置に関する事項、第７章景観重要公

共施設の整備に関する事項、第８章景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な

事項で構成されています。

また、計画書の末尾には４６ページから２つのアンケート結果を掲載しています。

２つのアンケートは、旧芝川町職員や各種委員を対象としたものと、芝川地域にお住

まいの一般市民を対象としたものです。

それでは、計画書の説明をさせていただきます。

第１章は、景観の特性と課題です。

４ページの景観の成り立ちでは、地形の形成の項目で、白鳥山と富士川の記述を新市

の計画に追加しています。

６ページのまちの形成では、用水路や製紙工場の設立、鉄道開通の記述を追加してい

ます。

７ページでは、富士川のラフティングや柚野地区の散策の記述を追加しています。

８から９ページの景観の特性では、自然景観については、内房地区のタケノコ、芝川

のポットホール、天子の七滝、富士川の流れ、谷間の景観の記述を追加しました。

１１ページの農村景観では、稲子・柚野の棚田の記述、１３ページの公共施設景観で

は、内房地区にある南沢ホタルのせせらぎ広場の記述、１５ページの歴史景観では、西

山本門寺の黒門や大イチョウと信長公黄葉まつりの記述、農業用水の記述、１８ページ

の富士山の眺望では、柚野地区からの富士山の眺望と白鳥山や羽鮒丘陵からの富士山の

眺望について芝川地域の特徴的な景観として新市の景観計画に記述しています。

２０ページでは、景観に関連する取組みは、芝川地域内で行われている活動である、

稲子川水と緑を守る会、境川をきれいにする会の河川美化活動、芝川花そう会の花壇作

りを記述しています。

２１ページからは景観形成の問題、課題について記述していますが、新市の景観計画

に追加した内容を簡単にご紹介すると、２１ページの美化活動やエコツーリズムなどの

住民活動についての記述、２２ページ上段の、河川環境の保全や河川の資源の保全、協

働の川づくり活動、中段の棚田の景観やエコツーリズムに関する記述、２３ページ上段
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の歴史景観について、西山本門寺や興徳寺、信長公黄葉まつり、富士山の眺望確保の記

述などを新市計画に追加しています。

続いて、２章の景観形成の目標を説明します。

２４ページをお開きください。

ここで芝川地域の景観形成の目標を｢芝川らしさを大切にした景観づくり｣としてい

ます。

これは芝川町都市計画マスタープランの中の都市景観整備計画の目標ですが、合併に

定めた合併基本計画では｢富士山の庭園都市｣を景観づくりの目標としているため新計

画では、これまでの計画と同様の目標にしています。

２５から２６ページの景観の将来像は、先ほどご説明した景観特性の課題に対応した、

５つの項目体系で表現しています。

それぞれの項目で、新市計画に反映した内容は、自然景観は、富士川の記述、農村景

観では水田や棚田の記述、２６ページの歴史景観では、西山本門寺の記述を追加してい

ます。

第３章の景観計画の区域ですが、対象区域は、芝川地域全域としたうえで、これまで、

旧富士宮市で定められていた「富士山等景観保全地域」と「富士山等眺望保全地域」に

分けています。

芝川地域を追加した新市の景観計画の区域は新富士宮市景観計画の４３ページです。

天子山地として連続している部分を景観保全地域、旧市の精進川地区と一体として考

えられる部分を眺望保全地域としています。

続いて、第４章の良好な景観の形成に関する方針の説明になります。

２８ページでは、将来像の実現に向けて６つの方針の体系図ですが、その中で自然景

観の中に谷間の景観を追加しています。

２９ページでは、自然景観では合併浄化槽や自然体験の記述、農村景観では棚田や竹

林の記述、３０ページでは、斜面地にある茶園や竹林の記述、３２ページの歴史景観で

は黄葉まつりの記述、３３ページの眺望景観では、眺望スポットの整備などの記述を追

加しています。

また、３７ページからのゾーン別の景観形成基本方針では先ほどの２つの区域を天子

山地ゾーンと農地・丘陵地ゾーンに分けています。

３８ページでは、天子山地ゾーンの方針の中では、天子の七滝の記述、谷間の景観の

記述、棚田や竹林の記述などを追加しています。

３９ページでは、農地丘陵地ゾーンの中では、西山本門寺と羽鮒山の眺望の記述を追

加しています。

また、これらのゾーンを新市全体として示すと、新富士宮市景観計画の５９ページ、

６１ページ、６２ページに示しています。

続きまして、調査報告書の４０ページの今後重要と考えられる地区の検討として、住

民アンケート等で支持の高い、柚野地区や西山本門寺が考えられましたが、富士宮市全

体として考えた場合、朝霧高原地域や浅間大社周辺地区、白糸の滝周辺地区と比べた結

果、新景観計画には反映しませんでした。
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続いて、４１ページの第５章 景観重要建造物・樹木の指定の方針ですが、この指定

の方針は新市計画と同様になります。

続いて、４２ページの第６章 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置

に関する事項でありますが、検討地域として柚野地区、西山本門寺周辺を上げましたが、

現在は県屋外広告物条例の規制区域ではなく規制や誘導が行なわれていないため、新市

の計画には反映していません。

続いて、４３ページの第７章 景観重要公共施設の整備に関する事項ですが、候補

地区として内房地区や西山本門寺周辺地区、柚野地区などの国道や県道、富士川や芝

川を記述していますが、今後景観形成を進めていく上で、地域内の公共施設の景観に

果たす役割が高いと判断した場合は、新市景観計画に記述することを検討していきま

す。

続いて、４５ページの第８章景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項

です。

ただいまご説明した内容が反映されているものが、お手元のもう一つの計画書｢新富

士宮市景観計画｣になります。

新富士宮市景観計画原案を策定するにあたり、旧芝川町は、旧富士宮市と一体の地域

であり、地形や自然など景観特性は類似しております。

そのため、現在の計画に何かしらの記述がされている以外の芝川独特のものを追記い

たしました。

今回の資料では、計画の構成は芝川地域分の計画を反映させた部分をご説明いたしま

した。

新富士宮市景観計画は、先ほどの説明と重複しておりますので、割愛させていただき

たいと思います。

以上で説明を終わります。

水口会長

先ほどご説明がありましたように、今回提出されたものは、今後景観審議会で議論

を重ね、あるいはパブリックコメント等で市民の意見を聞き、再度７月ごろ本審議会

で審議、決定するということで、本日はその一つ前の段階であります。

ご意見、ご質問ありますでしょうか。

それでは私から質問いたしますが、先ほどご説明いただきました芝川の調査報告書に

おいて、芝川で調査した結果、今後重要と考えられる地区の検討、という項目がありま

した。

ここに、柚野地域と西山本門寺周辺地域とありますが、旧富士宮地域の景観特性と比

べると、ご承知のとおりこの芝川地区は、富士宮が雄大な地形であるのに対し、きめ細

やかな地形で里地、里山、小さな河川、棚田、遠くに富士山を望む景観といった、いろ

いろな要素が非常に細かく入っている典型的な田園景観です。

という意味では、現況特性というものは非常に細かく盛り込まれているのですが、景
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観法の方策の適用といった具体的な方策が薄いという印象があります。

もちろんこれは、景観計画を新たに作ると、地域住民はまた何か規制があるのではと

考えてしまいます。

本当は景観計画をきちんと作ることによって、地域の魅力と活性化を図ることができ

るのが本来なのですが、そういった地域住民の御理解といったことが具体的なところま

でいっていないのではないかと思います。

という意味では、この柚野地区と西山本門寺周辺地区について、特に柚野地区などは

日本の田園景観の典型であると思いますので、今後、里地、里山一体型の典型的な田園

景観の代表地区として重点地区指定の追加といったことも必要であろうかと思います。

確かに、旧富士宮北部の独特の集落についても今後重点化といったことが将来的には

必要となってくると思います。

せっかく合併して、景観を一つの道具として地域を支えていくということを、地区住

民の皆さんに考えていただく取組みがあって、そこはやはり合併した仲間として、配慮

すべきであろうと思います。

そういった意味で、重点地区の指定や、今後検討となっておりますが、景観農振計画、

景観地区というものを活用していくべきだと考えます。

本日は中間報告ということで最終の審議ではありませんから、今後の参考にしていた

だきたいと思います。

そのほかご質問、ご意見ありますでしょうか。

菅原委員

会長がおっしゃったことについては、住民の方の意見の中に規制がかかるのではとい

った意見があるので、もっと丁寧に景観というものがどういうものなのかということを、

旧富士宮市が積み上げてきたことを説明することが必要なのではないかと思います。

景観審議会においても、アンケートの結果について住民の中に誤解があるのではない

かとの意見もありましたので、今後は丁寧に説明していく必要があるのではないかと思

います。

都市計画課長

最初に会長がおっしゃったとおり、調査報告書において芝川の柚野地区、西山本門寺

周辺につきまして今後重要と考えられる地区の候補として掲げてありますが、景観計画

本編では、今後重要と考えられる地区としては掲げてありません。

これは、現在景観計画に今後重要と考えられる地区として位置づけているのが、朝霧

高原地区、白糸の滝周辺地区、浅間大社周辺地区でありますことから、柚野地区、西山

本門寺周辺地区が果たしてこれらの地区と同等でよいのかとの判断からであります。

計画への位置づけとしては他の地区とのバランスもあることから、今後の検討とさせ

ていただきたいと思います。
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水口会長

先ほど申したのは、柚野地区や西山本門寺周辺地区をすぐに景観計画に位置づけろと

いうことではなくて、今後の景観計画の運用上の話であります。

実際に景観計画を審議する際には答申としてこのような意見を入れる可能性はあり

ますが、本日はこのような意見があったということを記録として残しておいて欲しいと

のことであります。

先ほど菅原委員がおっしゃったように、地区住民への説明が足りないで、先に重点地

区を位置づけるのはいかがなものかということもありますし、当然他の地域とのバラン

スもありますので、すぐに計画に位置づけをして欲しいとのことではありません。

また、もう一点記録として残して欲しいことは、今回資料として提出された報告書に

ついてですが、通常、報告書は計画が策定されれば処分されてしまいますが、今はこの

報告書が計画書を補充する参考書的な取り扱いとなっております。

ですからこの報告書は、今後の計画運用について十分活用すべきであるとの意見も合

わせて記録しておいて欲しいと思います。

都市整備部長

貴重なご意見ありがとうございます。

計画書本編の今後重要と考えられる地区には、朝霧高原、白糸の滝周辺地区、浅間大

社周辺地区が記載されております。

これは、富士山世界文化遺産登録などもにらんだ位置づけとなっております。

一方芝川の柚野地区、西山本門寺周辺地区についても、世界遺産とは別の、日本の原

風景的な貴重な景観であるとのご指摘をいただきましたので、これにつきましては、こ

の後、景観審議会がございますので、本日のご意見を審議の中で説明していくこととし

たいと考えております。

都市計画課長

先ほど菅原委員からご指摘のありました、芝川住民に対する景観への理解を深めてい

ただく機会についてですが、現在、市内の良好な景観を表彰し景観に対する意識の高揚

を図ることを目的として第２回富士宮市景観賞を実施しており、その表彰式を来月芝川

で行うことを計画しております。

その際、良好な景観に対する理解と認識を深める取組みを行って参りたいと考えてお

り、今後、さまざまな機会を捉えて、このような機会を芝川地域で行って参りたいと考

えております。

野沢委員

先ほど会長からおっしゃっていただきましたが、農林事務所といたしましても、旧芝

川町の地域においては、中山間総合整備事業などさまざまな事業を展開して参りました

が、富士宮市全体から見ると、スケールであるとか意義であるとかを考えると非常に難

しいとは思いますが、柚野地域の棚田景観など、旧富士宮市には無い良好な景観を形成
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している地域もございますので、良好な景観の形成に向けた施策展開を御検討いただき

たいと思います。

水口会長

そのほかご質問、ご意見ございませんでしょうか。

この景観計画については、先ほどの説明では最終の審議を来年７月に行う予定である

とのことですので、その際には皆様よろしくお願いたします。

それでは本日の議事はすべて終了いたしましたので、進行を事務局にお返しいたしま

す。

【司 会】計画係長

水口会長、会議の進行ありがとうございました。

最後に、今後の都市計画審議会の予定についてお知らせいたします。

皆様の任期につきましては、本年７月１６日までとなっておりますが、現在のところ、

皆様の任期中での都市計画審議会開催の予定はありません。

これまで都市計画審議会委員として、富士宮市の都市計画発展にご尽力を賜り誠にあ

りがとうございました。

厚く御礼申し上げます。

以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしましたので、平成２２年度第２回

富士宮市都市計画審議会を閉会いたします。

皆様、長時間に渡りご苦労さまでした。


